
島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 県の交付する島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）については、補助金等交付規則（昭和32年島根県規則第32号。以下「規則」

という。）、その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第２

条第４項に規定する廃棄物をいう。 

 ⑵ 産業廃棄物３Ｒ技術開発等事業 次に掲げるものをいう。 

  ア 産業廃棄物の発生の抑制、減量化又は再生利用に関する技術の研究開発を行う

事業 

  イ 産業廃棄物を原材料として利用した製品の研究開発を行う事業 

  ウ ア又はイについての事業化に向けた市場調査又は可能性試験を行う事業 

 ⑶ 県内事業者等 次に掲げるものをいう。 

  ア 県内に事業所を有する事業者（以下「県内事業者」という。） 

  イ 当該団体の直接又は間接の構成員の２分の１以上が県内事業者である法人格

を有する団体 

   

 （補助金の交付の目的等） 

第３条 県は、産業廃棄物の発生の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量を促進し、

もって産業廃棄物の循環的な利用に関する産業の活性化を図ることを目的として、県

内事業者等が行う産業廃棄物３Ｒ技術開発等事業に必要な経費であって、別表に掲げ

る経費のうち知事が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で補助金を交

付するものとする。 

 

 （補助金の額） 

第４条 県が交付する補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者が規則第４条の規定により提出する申請書

は、島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の補助金の交付を申請するに当たって、

当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれ

る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和

25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計金額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請を行わなければならない。た

だし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない



ものについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容

を審査の上、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書

（様式第２号）により交付申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項による交付の決定に当たっては、前条第２項により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものに

ついては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額を減額するものとする。 

３ 知事は、前条第２項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定にお

いて減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

 (補助金の交付の条件) 

第７条 知事は、規則第６条の規定により、次に掲げる条件を付するものとする。 

 ⑴ 補助事業者（研究開発枠により補助を受けた事業者に限る。）は、補助事業の実

施結果の事業化等に努めるとともに、当該補助事業の補助金の交付の決定のあった

日の属する会計年度（以下「交付決定年度」という。）終了後５年間、島根県産業

廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助事業事業化状況等報告書（様式第３号）により各年

度の企業化等の状況を当該年度の翌年度の４月30日までに知事に報告すること。 

 ⑵ 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して産業財産権を交付決定年

度又は交付決定年度の終了後５年以内に出願し、若しくは取得した場合又はこれを

譲渡し、若しくはこれに実施権を設定した場合には、島根県産業廃棄物３Ｒ技術開

発事業費補助事業産業財産権取得等届出書（様式第４号）により速やかにその旨を

知事に届け出ること。 

 

 （補助事業の変更等の承認申請等） 

第８条 補助事業者は、規則第９条第１項の規定により知事の承認を受けようとすると

きは、島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書（様

式第５号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

３ 補助事業者は、規則第９条第２項の規定により知事の指示を受けようとするときは、

島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助事業遅延等報告書（様式第６号）を知事に

提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更承認の通知）  

第９条 知事は、前条の規定による補助事業の変更の承認を行ったときは、速やかにそ

の承認の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、変更承認通知書（様式第

７号）により補助事業者に通知するものとする。 

 



 （補助事業の遂行状況報告） 

第10条 補助事業者は、９月30日現在の当該補助事業の遂行状況を島根県産業廃棄物３

Ｒ技術開発事業費補助事業遂行状況報告書（様式第８号）により、10月15日までに知

事に報告しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第11条 補助事業者が補助事業の完了したときに規則第10条の規定により提出する実

績報告書は、島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助事業実績報告書（様式第９号）

とする。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了の日から15日を経過した日

又は補助金の交付を決定した日の属する年度の３月15日のいずれか早い日までに知

事に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

 （補助金の支払） 

第12条 知事は、第３条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると

認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付するこ

とができる。 

２ 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、知事が別に定める日までに

島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助金概算（精算）払請求書（様式第10号）を

知事に提出しなければならない。 

 

 （財産の処分） 

第13条 補助事業者は、規則第13条第１項の規定により知事の承認を受けようとすると

きは、島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助事業財産処分承認申請書（様式第1

1号）を知事に提出しなければならない。 

２ 規則第13条第１項第４号の規定により知事が指定する財産は、取得価格又は増加価

格が50万円以上の機械及び重要な器具とする。 

３ 補助事業者は、財産（規則第13条第１項に規定するものに限る。）を処分したこと

により収入があったときは、知事が別に定めるところにより当該収入の全部又は一部

を県に納付しなければならない。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定） 

第14条 知事は、第５条第２項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合におい

て、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当

該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。 

２ 補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、島根県産業廃棄



物３Ｒ技術開発事業費補助事業消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（様式

第12号）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 （書類の保管） 

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該

帳簿その他知事が別に定める書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の

終了後５年間保存しておかなければならない。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 改正前の島根県資源循環型技術開発事業費補助金交付要綱に基づいて採択された事

業の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 改正前の島根県産業廃棄物３Ｒ技術開発事業費補助金交付要綱に基づいて採択され

た事業の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

 



別表（第３条・第４条関係） 

 経費区分 内容 補助金額 

研
究
開
発
枠 

原材料費 原材料及び副資材の購入に要する経費 補助対象経費の 

３分の２以内で、 

かつ、100万円以上 

500万円以下の額 

構築物費 構築物の購入、建造、改良、据付け、借

用又は修繕に要する経費 

機械装置及び工

具器具費 

機械装置又は工具器具の購入、試作、改

良、据付け、借用又は修繕に要する経費 

外注費 原材料等の加工、設計、分析、検査等の

外注に要する経費 

技術指導受入れ

費 

技術指導の受入れに要する経費 

委託費 市場調査の委託に要する経費 

その他の経費 その他知事が特に必要と認める経費（人

件費を除く。） 

Ｆ
Ｓ
（
可
能
性
試
験
研
究
）
枠 

技術指導受入れ

費 

技術指導の受入れに要する経費 補助対象経費の 

３分の２以内で、 

かつ、200万円以下

の額 

委託費 市場調査の委託に要する経費 

謝金及び旅費 市場調査又は情報収集に係る専門家へ

の謝金又は旅費、市場調査又は情報収集

に係る職員の旅費 

研究会経費 研究会開催に係る経費 

その他の経費 その他知事が特に必要と認める経費（人

件費を除く。） 

 

 


